
別紙 

（下線部分は改正箇所） 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

区分 報酬額 

公平委員会委員から選挙管理委員会まで （略） （略） 

投票管理者 回 １４，５００円 

期日前投票管理者 回 １３，０００円 

投票立会人 回 １５，２００円 

期日前投票立会人 回 １５，２００円 

開票管理者 回 １２，２００円 

開票立会人 回 １０，１００円 

選挙長 回 １２，２００円 

選挙立会人 回 １０，１００円 

監査委員から学校運営協議会委員まで （略） （略） 
 

区分 報酬額 

公平委員会委員から選挙管理委員会まで （略） （略） 

投票管理者 回 １３，０００円 

（新設） （新設） （新設） 

投票立会人 回 １５，２００円 

（新設） （新設） （新設） 

開票管理者 回 １１，０００円 

開票立会人 回 ７，６００円 

選挙長 回 １１，０００円 

選挙立会人 回 ７，６００円 

監査委員から学校運営協議会委員まで （略） （略） 
 

備考 備考 

１ 投票管理者及び期日前投票管理者については、当該職務に従事した投票 １ 投票管理者については、当該職務に従事した投票所又は期日前投票所に



改正後 改正前 

所又は期日前投票所における職務従事時間が７時間以下の場合は、報酬の

額に２分の１を乗じて得た額とする。 

おける職務従事時間が７時間以下の場合は、報酬の額に２分の１を乗じて

得た額とする。 

２ 投票立会人及び期日前投票立会人については、当該立会いをした投票所

又は期日前投票所における立会時間が７時間以下の場合は、報酬の額に２

分の１を乗じて得た額とする。 

２ 投票立会人については、当該立会いをした投票所又は期日前投票所にお

ける立会時間が７時間以下の場合は、報酬の額に２分の１を乗じて得た額

とする。 

３ （略） ３ （略） 

 


